
PFAS分析のご依頼
承ります！

 2026年4月1日より、水道法の改正に伴い全国の水道事業者は
PFOS及びPFOAに関する水道水質検査の実施が義務化されます。
 弊社ではPFAS（PFOS及びPFOA）を含む水道水質検査サービスを
ご提供しております。
 PFASはじめ、水道水の水質検査をご検討されておいででしたら、
是非お気軽に弊社へお問い合わせください！

【お問い合わせ】

株式会社 上総環境調査センター
お問い合わせフォーム または お電話（0438-36-5001）にてお気軽にお問合せください！

LC/MS/MS 分析装置

https://www.kazusakankyo.co.jp/contact/



